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【目的】 

第 1 条 この規定は，大阪大学フォーミュラレーシングクラブ(以下「チーム」という)に

おけるチーム員の安全に関し必要な事項を定め，もってチーム全員の事故・災害

の防止，および安全管理への高い意識の育成に資することを目的とする．  

 

 

【統括安全管理者，安全管理者】 

第２条 チームは，この規定に係る業務を統括管理する者として，3 名以上の安全管理者

を置き，1 名を統括安全管理者とする． 

  安全管理者は上級生の中から選出する．研究室に配属されている実験系学生が望

ましい． 

 

  

【統括安全管理者，安全管理者の職務】 

第 3 条 １．統括安全管理者 

 統括安全管理者は，チームの安全管理にあたるとともに安全管理者を統括する． 

 

２．安全管理者 

 安全管理者は，統括安全管理者の補佐として，チームの安全管理にあたるととも

に統括安全管理者が責務を果たせないときはそれを代行する． 

 

３．安全管理者の職務は，次の各号に掲げる事項とする．  

(1) 第 4 条に示す，安全管理会議を開催すること． 

(2) 緊急時に即座に関係者および医療機関への連絡ができるように，関連する絡

先情報を常に携帯し，周知する． 

(3) 第 9 条に示す，チーム員の保険の加入状況の確認，管理を行うこと． 

(4) 上記各号に定めるもののほか，チーム員の安全管理に関し，必要な処置の指

揮および業務を行うこと． 

(5) 第 7 条に示す，安全講習会の受講状況について管理し，受講できていない

チーム員に対して受講を促すこと． 



 

 

【安全管理会議】  

第 4 条 １．チームは，安全管理者の招集により，長く活動が停止していた後， 

製作期間が開始する前には必ず定例安全管理会議を開く． 

 

２．定例安全管理会議では，次の各号に揚げる事項を行う．  

(1) 前回会議開催時から今回開催時までのチーム活動における安全性の検証，お

よび更なる安全性向上に向けての協議． 

(2) 第 4 条第 1 項における内容を踏まえて，安全管理規定および第 6 条に示す安

全マニュアルの改定． 

(3) 第 6 条に示す安全マニュアルを利用して，全チーム員で基本的な安全ルール

の再確認を行うこと．なかでも，安全のための手引を利用しての機械工作作

業に関する安全講習は必ず行うこと． 

 

第 5 条 １．活動において事故が起こった場合，安全管理者の招集により早期に 

臨時安全管理会議を開く．ヒヤリハットが起こった場合，内容を 

定例ミーティングでチーム員に共有し，議事録に記載する． 

 

２．臨時安全管理会議では，次の各号に揚げる事項を行う． 

(1) 起こった事故の内容をチーム員に周知すること． 

(2) 起こった事故の内容を検証し，再発防止にむけての対策を協議すること．ま

た，協議された対策内容を該当する安全マニュアルに加筆すること． 

(3) 事故が起こった場合は、臨時安全会議を開催するとともに、工学研究科庶務

係と指導教員へ事故報告すること． 

 

 

【安全マニュアル】 

第 6 条 １．チームは，工作および走行会など危険を伴う作業に関しては安全マニュアル

を作成し，その内容をチーム員に把握させなければならない． 

 

２．安全マニュアルは，次の各号に掲げる事項に関して作成する． 

(1) 工作機械での作業に関して． 

(2) 薬品の使用・管理に関して 

(3) フォーミュラ車両およびカートなどにおけるドライビング， 

走行会参加全般や移動に関して． 



(4) 施設管理に関して 

 

３．いつでも簡単に閲覧可能な状態にするため，安全マニュアルは印刷し， 

該当する工作機械や薬品等の近くに常置する． 

 

 

【安全教育】 

第 7 条 １．チームは，工作および走行会などの危険を伴う作業に関しては，チーム員が 

作業をする前に必ず該当する作業に対する安全教育を行わなければならない 

 

２．チーム員は工学研究科の安全講習会（機械・電気・化学薬品・高圧ガス）の 

受講を行わなければならない 

 

３．安全教育は，主に第 6 条に示す安全マニュアルを用いて，次の各号に 

掲げる内容で行う． 

 

(1) 工作機械での作業に関して． 

イ) 実習工場を利用する可能性のあるチーム員は年 1 回以上の実習工場の

管理者による安全講習の受講． 

ロ) 安全マニュアルおよび大阪大学学生生活委員会が発行する「安全のため

の手引き」の精読． 

ハ) 実習工場の管理者及び上級生による直接指導． 

ニ) 時間外工場利用に対しての事前申請及び作業報告． 

(2) 薬品管理に関して 

イ) 薬品購入の際の薬品管理者による直接指導． 

ロ) 安全マニュアルの精読． 

(3) フォーミュラ車両およびカートなどにおけるドライビング， 

走行会参加全般や移動に関して． 

イ) フォーミュラ車両に関しては，普通運転免許の取得．カートに関しては

ライセンス講習の受講． 

ロ) 安全マニュアルの精読． 

(4) 施設管理に関して 

イ) 施設管理について現地で直接指導． 

ロ) 安全マニュアルの精読． 

(5) チームでの飲酒に関して 

イ) ハンドブック「阪大生のための知っておきたいお酒の話」，または「阪



大生の飲酒についての心得」の精読 

ロ) 「大学生の飲酒について考える動画」の視聴 

ハ) OB・OG に関しては，「OB・OG 及び外部指導者向け注意喚起文書」の

精読． 

 

４．チーム員は，広く社会の事件や事故の情報を収集し，活動の安全性を高める 

契機となるよう積極的に情報共有に努める． 

 

【安全な環境】 

第 8 条 １．チームは，安全かつ良好で快適な活動環境を保持するため，施設設備，機械

器具等の安全点検を行うとともに，換気，騒音および照明等の衛生環境の適切な

維持管理に努めなければならない． 

 

２．第 8 条第 1 項に示される施設設備，機械器具等の安全点検は，第 7 条で示

される安全教育の内容に則って行う． 

 

３. 緊急時，迅速に関係各所へ連絡を取れるように緊急連絡網をチーム員の目に

つく場所へ掲示する． 

 

 

【保険】 

第 9 条 １．チーム員は，「学生教育研究災害障害保険」および「学生教育研究賠償責任保

険」に加入しなければならない．また，加入していない場合は加入手続き終了ま

での期間，設計以外の作業をしてはならない． 

 

２．チームは，大会および走行会などの参加に際し，万が一の事故等に備え適宜

必要な保険に加入しなければならない． 

 

 

【緊急事態に対する処置】 

第 10 条 １．チームは，事故・災害等の緊急事態が起こった際の対応を明確化し，慌てる

ことなく迅速に必要な対応ができるように．その内容をチーム員に把握させなけ

ればならない． 

 

２．怪我を伴う事故への基本的な対応は，次の各号に掲げる順番で行う． 

(1) 周囲の安全確認を行うこと． 



(2) 救急手当てを行うこと． 

(3) 状況に応じて，救急車・学内の保険センター・近隣の医療機関に連絡し，指

示を仰ぐこと． 

(4) ファカルティアドバイザ，工場管理技術職員，安全管理者，チームメーリン

グリスト，保健センターへの連絡を行うこと． 

 

【課外活動に関して】 

第 11 条 １．チームは，課外活動を実施する際は，実施場所および往復路の気象状況等を

十分に確認および把握し，危険が予測される場合は中止する判断を行うなど，無

理のない安全な計画による活動を心掛けなければならない． 

 

２．チームは，課外活動を実施する際は，事前に顧問教員(ファカルティアドバイ

ザ)に連絡し，了解を得ておかなければならない． 

 

【チームでの飲酒・飲み会に関して】 

第 12 条 １．チームで飲み会を行う際は以下のことを行う． 

イ) ハンドブック「阪大生のための知っておきたいお酒の話」の精読 

ロ) 「大学生の飲酒について考える動画」の視聴 

ハ) OB・OG または部外指導者が参加する際は，参加者への「OB・OG 及

び外部指導者向け注意喚起文書」の送付． 

ニ) 前日もしくは当日に「阪大生の飲酒についての心得」の参加者全員への

配布，および精読． 

ホ) 参加者に 20 歳未満の者がいるかの確認．20 歳未満の者が識別できるよ

うにし，参加者に周知． 

 

【退部に関して】 

第 13 条 １．チーム員が意図的・継続的に本規約並びに安全マニュアルに反する行為を行

う場合，チームは当チーム員を退部させることができる． 

 

【その他必要事項】 

第 14 条 １．この安全管理規約の他，当団体の安全に関する事項は「安全マニュアル」な

ど別に定める． 


